
 

 

市有財産売買契約 書（案） 
 

売払人 天理市（以下「甲」という。）と買受人                  （以下

「乙」という。）は、次の条項により市有財産の売買契約（以下「本契約」とい

う。）を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

 

（売買物件） 

第２条 売買物件（以下「本物件」という。）は、次のとおりとし、甲は本物件 

を現状有姿のまま乙に売り渡し、乙はこれを買い受けるものとする。 

【土地】 

所    在 地    目 実  測  面  積  

天理市勾田町37番地６ 宅地  488.24㎡ 

【建物】 

所    在 構    造 実  測  面  積  

天理市勾田町37番地６ 鉄筋コンクリート造  259.90㎡ 

 

（売買代金） 

第３条 売買代金は、金                円（消費税及び地方消費税を含む。）

とする。 

 

（契約保証金） 

第４条 乙は、本契約締結の際に契約保証金（以下「保証金」という。）として、

第３条の売買代金の100分の10（円未満切上げ）に相当する金額を甲の発行する

納入通知書で、甲の指定する金融機関に本契約締結の際に納入しなければならな

い。この場合において、保証金の全額を売買代金に充当する。なお、売買代金の

 



 

 

支払いに関する手数料は乙の負担とする。 

２ 前項の保証金は、第25条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しな

い。 

３ 第１項に定める保証金には、利息を付さないものとする。 

４ 乙が次条に定める義務を履行しないときは、第１項の保証金は甲に帰属する

ものとする。 

 

（売買代金の納入） 

第５条 乙は、甲が発行する納入通知書により本契約締結日から14日以内に、

第３条の売買代金の残額を甲の指定する金融機関に納入しなければならな

い。この場合において、売買代金の支払いに関する手数料は乙の負担とす

る。 

 

（所有権の移転及び移転登記） 

第６条 本物件の所有権は、乙が第３条の売買代金を全額納入したときに、甲か

ら乙に移転するものとする。 

２ 乙は、売買代金納入の際、当該所有権の移転の登記に必要な書類及び第17 

条に定める買戻しの特約の登記に必要な承諾書等を甲に提出しなければなら

ない。 

３ 所有権移転登記及び買戻特約登記に関する手続は、甲が行うものとする。こ

の場合において、登録免許税その他の費用は、乙の負担とする。 

 

（本物件の引渡し） 

第７条 前条の規定により本物件の所有権が乙に移転したときに、甲は本物件を

乙に引き渡すものとし、乙は、記名及び押印した本物件の受領書を甲に提出す

るものとする。 

 

（契約不適合責任についての特約） 

第８条 乙は、本契約の締結後、引き渡された本物件が、種類、品質又は数量に



 

 

関して契約の内容に適合しないものや隠れた瑕疵のあることを発見しても、履

行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をす

ることができない。ただし、乙がその瑕疵により事業に着手することができな

い場合で相当な事由と認められるときは、甲は第21条による違約金を請求しな

いものとする。 

２ 乙は、次の各号に記載する容認事項を確認、承諾の上、本物件を購入するも

のとする。 

（１）建物のアスベスト（石綿）の調査はしていない。 

（２）土地の土壌汚染、地下埋設物及び地盤に関する調査は実施していない。 

 

（管理責任）  

第９条 甲は、本契約締結後、引渡しに至るまで、本物件を善良なる管理者の注

意をもって管理し、当該物件の所有名義の変更、占有の移転、抵当権等の担保

権または用益権の設定等、その他現状を変更する一切の行為を行わないものと

する。 

２ 本物件の管理責任は、当該物件の引渡し時をもって甲から乙に移転するもの

とし以後乙が自己の責任と負担において当該物件を管理するものとする。 

 

（修繕等着手の通知義務） 

第10条 乙は、天理市旧共同浴場活用による地域活性化事業募集要領（以下「募

集要領」という。）に規定する天理市旧共同浴場活用による地域活性化事業提

案書（様式第１号）及び事業計画書（様式第２号）などの活用提案に関する書

類（以下「提案書等」という。）に基づく建築物等の修繕等（以下「建築物等

の修繕等」という。）に着手したとき及び建築物等の修繕等が完了したときは、

その旨を直ちに甲に書面によって通知をしなければならない。 

 

（指定期日） 

第11条 乙は、本契約締結の日から天理市旧共同浴場活用による地域活性化事業

（以下「当該事業」という。）に係る建物等の修繕等に速やかに着手し、本契



 

 

約締結の日から１年以内に公衆浴場法（昭和23年法律第139号）に基づく浴場

の運営及び管理（以下「浴場の運営等」という。）を開始しなければならない。 

２ 乙はやむを得ない事由により前項に規定する期日の延長が必要な場合は、あ

らかじめ当該期日の延長を必要とする事由とその期間を記載した書面をもって

甲に申請し、その承認を受けなければならない。 

３ 前項の期間は、第１項に規定する期日から１年を超えない範囲とする。なお、

再延長は認めない。 

 

（用途制限等） 

第12条 乙は、本物件を本契約締結の日から10年間（以下「指定期間」とい

う。）は、提案書等のとおりの用途（以下「指定用途」という。）以外の用途

（指定用途に供するための修繕等を行う場合を除く。）に供してはならない。 

２ 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、本物件について売買、贈

与、交換、出資等による所有権の移転並びに本物件上に地上権、質権、使用賃

借権による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定等

（以下「所有権の移転・権利の設定等」という。）をしてはならない。 

３ 乙は、本物件における浴場運営等を、その開始する日から少なくとも10年を

超える期間（定休日等を除く。）は継続して行わなければならない。 

４ 前項の浴場の運営等を10年間継続できない場合は、甲は交付した天理市旧共

同浴場活用による地域活性化事業募集要領に記載の補助金を全部または一部を

乙に利息を付して返還を求めることができる。 

 

（公序良俗に反する使用等の禁止） 

第13条 乙は、本物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭

和23年法律第122号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する

性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、また、これらの用に

供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、又は当該物件を第三者

に貸してはならない。 

２ 乙は、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）若しくは法律の規定に



 

 

基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者

の事務所又はその他これらに類するものの用に供し、また、これらの用に供さ

れることを知りながら、所有権を第三者に移転し、又は本物件を第三者に貸し

てはならない。 

 

（関係法令の遵守） 

第14条 乙は、本物件における当該事業に関し、建築基準法その他の関係法令等

を遵守することとする。 

 

（近隣住民との協議） 

第15条 乙は、本物件を使用するときは、地元の要望、苦情等について、必要に

応じ近隣住民等と情報提供、協議等を十分に行うこととする。 

 

（買戻しの特約） 

第16条 甲は、乙が本契約締結の日から買戻期間満了の日までにおいて、次の各

号のいずれかに該当する行為をした場合には、本物件の買戻しをすることがで

きる。 

（１）第11条に定める義務に違反して建築物等の修繕等に着手しなかったとき。 

（２）第12条第１項に定める義務に違反して指定用途以外の用途に供したとき。 

（３）第12条第２項に定める義務に違反して所有権の移転・権利の設定等をした

とき。 

２ 前項に定める買戻しの期間は、本契約締結の日から10年間とする。 

 

（買戻しの登記） 

第17条 乙は、甲が前条の規定に基づき期間を10年とする買戻権及び第22条第１

項から第３項までに定める特約事項を登記することに同意する。 

 

（買戻しの登記の抹消） 

第18条 乙は、買戻期間満了前に、前条の買戻しの登記を抹消する必要がある場



 

 

合には、甲に抹消を必要とする理由及び提案書等の履行に関する内容を記載し

た書面により申請しなければならない。 

２ 甲は、前項の申請を承認する場合は、書面によって乙に通知をしなければな

らない。 

 

（実地調査等） 

第19条 甲は、第11条から第14条までに定める内容に関し、本契約締結から10年

間乙に明らかな契約違反がある等必要があると認めるときは、乙に対し、質問、

立入検査等及び帳簿、書類その他の物件を調査し、報告又は資料の提出を求め

ることができる。 

２ 乙は、甲の求めに従い、本物件について第11条から第14条までに定める内容

に関し、その事実を証する書類その他の資料を添えて本物件の利用状況等を速

やかに甲に報告する。 

３ 乙は、前２項に定める調査を拒み、又は報告若しくは資料の提出を怠っては

ならない。 

 

（契約の解除） 

第20条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、期間を定めて催告

したうえ、本契約を解除することができる。 

２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当していると認められるときは、前項の

規定にかかわらず、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

（１）本契約の締結及び本契約に係る事業者募集にあたり虚偽の申請を行ったこ

とが判明したとき。 

（２）第13条に定める公序良俗に反する使用等の禁止に関する義務に違反したとき。 

３ 甲は、前２項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた

損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。 

４ 乙は、甲が第１項及び第２項の規定により本契約を解除した場合において、

甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

 



 

 

（違約金の行使） 

第21条 乙は、第12条第１項に定める義務に違反して指定期間満了の日までに指

定用途以外の用途に供したとき、同条第２項に定める義務に違反して所有権若

しくは用途の転用をしたとき、又は同条第３項に定める義務に違反して浴場の

運営等を10年間継続して行わなかったときは、甲に対し、第３条の売買代金の

３割に相当する額の違約金を支払わなければならない。 

２ 乙は、第11条に定める指定期日に関する義務に違反したときは、甲に対し、

第３条の売買代金の１割に相当する額の違約金を支払わなければならない。 

３ 前２項の違約金は、第25条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈し

ない。 

 

（買戻権の行使） 

第22条 甲は、第16条第１項に定める買戻権を行使するときは、乙が支払った売

買代金を乙に返還する。ただし、当該売買代金には利息を付さない。 

２ 甲は、買戻権を行使するときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。 

３ 甲は、買戻権を行使するときは、乙が本物件に支出した必要費、有益費その

他一切の費用は償還しない。 

４ 買戻権行使の際には、違約金の請求を妨げない。 

 

（解除権の行使） 

第23条 甲は、第20条に定める解除権を行使するときは、乙が支払った売買代金

を乙に返還する。ただし、当該返還金には、利息を付さない。 

２ 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。 

３ 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が本物件に支出

した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。 

４ 解除権行使の際には、違約金の請求を妨げない。 

 

 

（原状回復の義務）  



 

 

第24条 乙は、甲が第16条第１項の規定により買戻権を行使したとき又は第20条

の規定により解除権を行使したときは、乙の負担において本物件を原状に回復

し、甲の指定する期日までに返還しなければならない。ただし、甲が本物件を

原状に回復することが適当でないと認めたときはこの限りでない。 

２ 乙は、前項ただし書の場合において、乙の責に帰すべき事由により、本物件

が滅失又は損傷しているときは、その損害賠償として、買戻権を行使した場合

においては買戻権行使時の、解除権を行使した場合においては契約解除時の時

価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責

に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合は、その損害に相当する金額

を甲に支払わなければならない。 

３ 乙は、第１項の規定により本物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日

までに、本物件の所有権移転登記の承諾書及び登記原因証明情報を甲に提出し

なければならない。 

 

（損害賠償） 

第25条 甲及び乙は、相手方が本契約に定める義務を履行しないため、又は義務

に違反したために損害を受けたときは、その損害の賠償を相手方に請求できる。 

 

（返還金との相殺） 

第26条 甲は、第22条第１項又は第23条第１項の規定により売買代金を返還する

場合において、乙が第21条に定める違約金又は本契約に定める損害賠償金を甲

に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する

ことができる。 

 

（契約等の費用） 

第27条 本契約の締結及び履行並びに買戻権の抹消登記等に関して必要な費用は、

乙が負担する。 

 

（疑義の決定） 



 

 

第28条 本契約に関し疑義があるとき又はこの契約に定めていない事項で約定す

る必要があるときは、甲及び乙の協議のうえ決定する。 

 

この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、

各自その１通を保有する。 

 

 令和 年 月 日 

  

 

甲  天理市川原城町６０５番地      

天理市              

       天理市長 並 河  健 

 

 

乙 

 

          

 


